
令和 3 年 3 月

令和 3 年度 令和 12

１．事業概要

（１）

① 給　水

② 施　設　

③ 料　金

計 画 給 水 人 口 15,400

現 在 給 水 人 口 16,137

㎥／日

平成 27 年 4 月 1 日

全部適用

51.71施 設 数

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

施 設 利 用 率 42.7

～

管 路 延 長

3.89

供 用 開 始 年 月 日 昭和 35年　9月　1日

水 源

年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

1

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

施 設 能 力 11,000

法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

別添１－1

大山崎町水道事業経営戦略

事業の現況

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

　大山崎町

　大山崎町水道事業

計 画 期 間 ：

6

人

人

千㎥／ha

千ｍ

％

現行の料金体系は、平成27年４月１日適用の料金体系で、家事用、営業用・学校・官公庁用、工場用、浴

場用及び臨時用に区分し、基本料金及び使用量の超過に応じて１㎥あたりの料金単価が増加する逓増料

金制で構成している。

策 定 日 ：

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他

水量 料金 料金 水量 料金 料金

（㎥） （円） （円） （㎥） （円） （円）

11 ～ 20 30 201 ～ 1,000 285

21 ～ 40 210 1,001 ～ 2,000 315

41 ～ 60 240 2,001 ～ 4,000 340

61 ～ 100 265 4,001 ～ 10,000 365

101 ～ 200 290 10,001 ～ 390

201 ～ 315 浴場用 200 17,620 201 ～ 100

41 ～ 60 285 臨時用 40 15,860 41 ～ 395

61 ～ 100 315

101 ～ 325

営業用・
官公署用

40 10,000

  (H27.4.1改定）

水量

（㎥） （㎥）

家事用 10 3,200
工場用 200 54,000

上水道料金一覧表 （2ヶ月　税別）

種　別

基本料金 超過料金

種別

基本料金 超過料金

水量
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④ 組　織

＜組織体制＞ ＜職員数・職種・年齢構成等＞

（２）

（３）経営比較分析表等を活用した現状分析　：　 別　紙　①　の　と　お　り

２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

（４）

水需要の予測

上下水道課は、本町環境事業部に属しており。水道事業に関わる係は、上水道係、業務・府営水道係である。

職員数は、令和元年度は、８名(技術職員５名、事務職員３名)となっている。

①施設の統廃合

   平成24年度に策定した水道施設整備計画に基づき、地震や水害などの災害対応を目的に仏生田第２受水場を新設。

   これにより、宝本浄水場及び葛原ポンプ場を廃止するなど施設の統廃合を進め、維持管理費及び更新費用を削減している。

②他事業との調整によるコスト削減

   道路部局が面整備を行うエリアに更新計画のある老朽管が存在する場合は、先行して老朽管の布設替工事を実施し、舗装本復旧費

用を削減している。

料金収入の見通し

組織の見通し

近年、人口は増加傾向であるものの、節水機器の普及や産業構造の変化等により、年間有収水量は平成27年度1,576千㎥に対し、令和

元年度では1,570千㎥となり、6千㎥減少していることから、引き続き、有収水量は減少傾向と見込んでいる。

なお、有収水量（水需要）の予測については、用途別（生活用水量、業務・営業用水量、工場用水量・その他水量）に使用水量を推計し

た上で、近年の実績から決定した有収率・負荷率から、一日平均給水量及び一日最大給水量を算出した。

有収水量の減少に伴い、給水収益（料金収入）は平成27年度の363百万円から令和元年度では356百万円と7百万円の減収となってい

る。引き続き、有収水量は減少傾向が見込まれることから、給水収益についても、令和12年度で328百万円に減収する見通しである。

なお、給水収益の予測については、水需要予測による有収水量に、令和元年度実績の供給単価を乗ずることにより算出した。

近年は、再任用職員の活用により、職員数及び技術力の確保に努めてきたが、退職の時期を迎えている。

なお、組織の見通しについては、定員管理等を踏まえた職員数としているが、今後予測される、老朽化施設の更新や修繕件数の増加に

も対応できるよう、民間委託や業務の見直し等により効率的・効果的な組織の確立に努める。

これまでの主な経営健全化の取組

給水人口の予測

※　直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

給水人口は、平成27年度15,525人に対し、令和元年度では16,137人となり、増加傾向であるが、中長期的には給水人口は減少傾向と見

込んでいる。なお、給水人口の予測については、出生率・死亡率・純移動率等の要因により増減する基本人口と開発に伴い増加する開

発人口に分類して推計している。

基本人口の推計は、「大山崎町人口ビジョン 平成28年2月」（以下、「人口ビジョン」）による推計値を実績値で補正し、算出した。

開発人口の推計は、平成25年12月の阪急西山天王山駅開業による円明寺地区を中心とした住宅開発による人口の社会移動を市街化

区域内の未利用地を考慮し、算出した。

*1　水道事業の広域化とは、水道法（昭和32年法律第177号）第２条の２第２項の市町村の区域を超えた広域的な水道事業者間の連携等に当たるものである。その具
体的な方策としては、経営統合（事業統合及び経営の一体化をいう。以下同じ。）、浄水場等一部の施設の共同設置や事務の広域的処理等がある。

環境事業部 上下水道課

上水道係

業務・府営水道係

事務職 技術職 合計

61歳～ １人 ３人 ４人

51～60歳 人

41～50歳 １人 １人 ２人

31～40歳 １人 １人

～30歳 １人 １人

合計 ３人 ５人 ８人
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３．経営の基本方針

安心で安全な水道水を安定的に供給できる水道

「安全で快適な水を供給できる水道」

「災害時でも、いつでも使える水道」

「将来とも安定した事業運営ができる水道」

　水道は町民生活にとって必要不可欠な生活基盤（ライフライン）であり、適切な維持管理や施設の更新を行わなければ、安全な水道水

の供給が脅かされることになる。　しかしながら、主に水道料金で運営されている水道事業を取り巻く環境は、人口減少等により収入の減

少が見込まれる一方、老朽化する施設の更新や維持管理にかかる費用は増加傾向にあり、今後より一層厳しい事業運営が想定される。

　本町では、「安心で安全な水道水を安定的に供給できる水道」を基本理念に、平常時はもとより災害等の非常時であっても、安全で安

心な水道水の供給を維持し、経営の健全化、環境等の課題に対し、以下のとおり安全、強靱、持続についての理想像を定め、これらの実

現に取り組むことを、水道事業経営の基本方針とする。

基本理念

理    想    像

安　全

強　靱

持　続

①水安全計画の策定

②小規模貯水槽水道の水質管理

③給水装置工事事業者の資質向上

④鉛製給水管の更新

①基幹施設の耐震化

②送水管の耐震化

③重要給水拠点配水管の耐震化

④老朽配管の更新

⑤災害対策

⑥応急給水及び復旧体制

①経営の安定と改善対策

②減少する職員の対応

③顧客サービスの向上

④ダウンサイジングを考慮した施設の更新

⑤水道事業の広域化の検討

強靭

持続

安全で快適な水を供給する水道

災害時でも、いつでも使える水道

将来とも安定した事業運営ができ
る水道

理想像 実現方策

安全
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４．投資・財政計画（収支計画）

（１）　投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　② ・ ②－1　の　と　お　り

〇更新基準の設定

〇事業費の平準化

〇重要度・優先度を考慮した事業計画

（百万円 ）

2,250

2,300

構造物及び設備

水道管

69 39

70 40

目 標

平成24年度に策定した水道施設整備計画に基づき、安心で安全な水道水を安定的に供給することを目標

に、計画的に事業を実施する。

また、事業の実施にあたっては、アセットマネジメントの手法に基づき、事業費の平準化を図り進める。

法定耐用年数での更新は、実使用年数との乖離があることから、更新すべき資産（老朽化資産）になる時を、新たな更新基準として設定

する（法定耐用年数×1.5倍）。ただし、配水池や浄水場、基幹管路については、重要度・優先度が高いことから、早期に更新を行う必要

があると考え、法定耐用年数を更新基準とする。

新たな更新基準に基づき、50年間の事業費を算出した結果、構造物及び設備で 【約44百万円/年】、管路で 【約44百万円/年】 の結果

となった。

（２）　投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

令和元年度
～令和10年度

令和11年度
～令和50年度

合計（事業費）

構造物及び設備については、配水池・浄水場の更新・耐震化事業を進める必要がある。

管路については、重要給水施設管路と老朽管の更新事業を進める必要がある。

いずれの事業についても、すでに更新時期を迎えている資産が多く、耐震化も進んでいないことから、【重要度】【優先度】を考慮し、下

記のとおり事業費を設定した。

更新費用 （ 構造物及び設備 ） 更新費用 （ 管 路 ）

今 後 50 年 間 で 必 要 な 更 新 費 用 ： 約 44 百万円 / 年 今 後 50 年 間 で 必 要 な 更 新 費 用 ： 約 44 百万円 / 年

重要度・優先度を考慮

アセットマネジメントの手法に基づき算出した事業費
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③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

動 力 費

減 価 償 却 費

水 道 料 金

安定した水道事業経営に必要な運転資金（資金残高）を確保するため、企業債を活用する。

予測した有収水量に供給単価（ 令和元年度 ）を乗ずることにより算定している。

見通しとしては、人口減による有収水量の減少に伴い、逓減傾向が続く見込みである、

運転資金確保のため、事業費の90％を充当している。

不測の事態に備えた運転資金（資金残高）として、少なくとも半年分は保持する。

地方公営企業繰入基準に基づく繰入を行う。

同程度の水準で推移する見込みから平成28年度から令和元年度の平均を将来固定としている。

既設分の減価償却費に、新規投資に係る減価償却費を加算し、算定している。

なお、新規投資分については、耐用年数・償却率は地方公営企業法施行規則より、一体として償却する場

合として算出している。

配水量（水需要予測）の50％を受水することとし、受水費の算定にかかる京都府営水道の料金体系につい

ては、令和２年度の単価を採用している。

同程度の水準で推移する見込みから平成28年度から令和元年度の平均を将来固定としている。

企 業 債

資 金 残 高

一般会計繰入金

委 託 料

修 繕 費

職 員 給 与 費

受 水 費

目 標

②　収支計画のうち財源についての説明

予測した有収水量に 動力費単価( 令和元年度 ）を乗ずることにより算定している。

同程度の水準で推移する見込みから平成28年度から令和元年度の平均を将来固定としている。
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

※

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

②　財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。

また、（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向け

た取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。

－

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組

広 域 化

民間の資金・ノウハウ等の活用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

そ の 他 の 取 組

企 業 債

繰 入 金

経営戦略は、その実効性を向上させるため、ＰＤＣＡサイクル（Plan：計画、Do：実施、Check：検

証、Action：見直し・改善）の考え方に基づいたフォローアップを継続的に行い、経営戦略の巻き

直し（検証・見直し・改定）を行う。

本経営戦略では、令和３年度から令和１２年度までの１０年間について、水道事業経営の方向性

を示しているが、検証にあたっては、年次ごとに収支や更新事業の進捗確認を行うとともに、資

金残高が減少する５年先を目処として水道施設整備計画の点検・見直しを行い、必要な場合に

は経営戦略の見直しも実施する。

今後、使用見込みのない遊休資産は、貸付・売却について検討を行い、財源の確保に努める。

地方公営企業繰入基準に基づく繰入を行う。

給水収益に対する企業債残高の割合が上昇していることから、国庫補助金を活用するとともに、

効果的で効率的な投資を図るなど、企業債が低減するように努める。

経営戦略期間中は、収益的収支がマイナスとなり、また、令和11年度には運転資金（資金残高）

も３億円を下回る。今後、中長期的に安定した事業経営を行うためにも、適切な料金体系につい

て検討する必要がある。特に、浄水場の維持・廃止の方針により、財政負担が変化することから、

町民・使用者へわかりやすい丁寧な説明を行って上で適正な料金体系について決定する。

収益的収支の改善（赤字の解消）のためには、収入の確保・経費削減だけでなく、事業費の抑

制も重要な課題である。

夏目新第2浄水場は、水需要が、過去の予測を下回っており、施設能力の半分以下で運転して

いるだけでなく、府営水道の受水量は契約水量の4割足らずしか受水していない水運用の状況

である。また、浄水場の更新時期が迫っており、廃止した場合、50年間で15億円～23億円の費

用が削減できることから、廃止した場合のリスクや維持した場合の財政状況を考慮し、適正な施

設規模や配置について検討をする。

配水池については、容量等の規模の適正化を考慮するとともに、統廃合も含めた更新計画を立

案する。

管路についても、水需要予測に基づく適正規模の主要配水管の検討、配水区の再編を含めた

適正な管口径により更新を行う。

水道台帳の精度向上などを進めていくことにより、維持管理や更新需要の算定や財政計画の充

実を図る

京都府内の圏域における広域的な連携が京都水道グランドデザインで示されおり、同グランドデ

ザインの主旨・基本方針に沿って、水道事業の経営基盤の強化等を図る方策の一つとして、広

域化・広域連携の推進を検討していく。

－

－

－
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グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

令和元年度全国平均

全体総括

　経営の健全性・効率性に係る部分については、事
業を取り巻く環境として、水需要の減少に伴い水道
料金収入が減少していること、水道事業は、過去の
設備投資などの固定費が大半を占めており、単年度
での大幅な費用削減が難しいことから、収支及び累
積欠損金比率などの経営の状況は引続き厳しい状態
である。
　また、老朽化の対策についても厳しい経営状況で
あることから十分な更新投資を行えていない状態で
ある。
　以上から、今後策定予定の「大山崎町水道事業基
本計画」並びにそれに付随する「アセットマネジメ
ント」及び「経営戦略」等の策定・実施により、更
新投資のダウンサイジング・平準化及び収益の見直
しを図る。

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

　令和元年度においては、経常収支比率は100%を下
回っており、費用を収益でまかなえていない。ま
た、料金回収率は100%を下回っており、給水に係る
費用が給水収益でまかなえていないことを示してお
り、類似団体と比べても突出して高い累積欠損金比
率を含めて、経営の改善に努める必要がある。
　流動比率については、近年減少傾向にあり他団体
に比べても低いが、支払能力としては現状十分に余
裕がある。
　企業債残高対給水収益比率については、類似団体
と比べて安全性は高いといえるが、企業債残高は増
加傾向にある。
　経営の効率性を示す、給水原価・施設利用率・有
収率については、有収率は類似団体と比べても効率
性が高いといえるが、給水原価・施設利用率は類似
団体と比べて効率性が低いため、将来的に施設の更
新投資等を見直すことにより、施設利用率の向上、
並びに給水原価の低減を図る必要がある。

2. 老朽化の状況について

　昭和４０年代から昭和５０年代にかけて住宅開発
等により布設した多くの管路が順次更新時期を迎え
ている。そのため、管路経年化率は全国的に上昇傾
向であるものの、類似団体平均値を上回っており、
他団体と比べて老朽化が進んでいることから、引き
続き経年管の更新を進めていく必要がある。
　令和元年度においては、配水管布設替工事等を実
施したことから、管路の更新率は増加した。
　令和２年度以降は引き続き、経年化率の低下に向
けて、管路更新事業を実施する予定である。
　また、施設においても、水道施設整備計画に基づ
き、計画的に更新・統合を行い、老朽化の改善を進
めている。

2. 老朽化の状況

－

- 52.25 100.00 4,235 16,137 4.00 4,034.25 【】

5.97 2,694.97 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km2) 給水人口密度(人/km2)

法適用 水道事業 末端給水事業 A6 非設置 16,089

経営比較分析表（令和元年度決算）
京都府　大山崎町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2)

46388 46753 47119 47484 47849

当該値 0.16 1.22 1.79 0.44 1.72

平均値 0.99 0.71 0.54 0.5 0.52
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0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60
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46388 46753 47119 47484 47849

当該値 101.69 98.86 99.83 96.4 96.08

平均値 111.21 111.71 110.05 108.87 108.61
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52.00

54.00

56.00

58.00

46388 46753 47119 47484 47849

当該値 30.57 29.38 32.47 32.08 31.12

平均値 9.71 12.79 13.39 14.85 16.88
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10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

①経常収支比率(％)

46388 46753 47119 47484 47849

当該値 88.21 92.91 94.72 97.78 103.1

平均値 1.93 1.72 2.64 3.16 3.59
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40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

46388 46753 47119 47484 47849

当該値 648.89 643.7 535.89 472.49 339.6

平均値 391.54 384.34 359.47 369.69 379.08
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46388 46753 47119 47484 47849

当該値 235.12 254.61 266.5 266.85 285.68

平均値 386.97 380.58 401.79 402.99 398.98
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46388 46753 47119 47484 47849

当該値 87.28 88.82 94.92 91.33 91.02

平均値 101.72 102.38 100.12 98.66 98.64
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85.00

90.00
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105.00

46388 46753 47119 47484 47849

当該値 264.42 256.97 239.68 249.08 249.34

平均値 168.2 168.67 174.97 178.59 178.92
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46388 46753 47119 47484 47849

当該値 50.93 49.32 49.98 49.81 42.72

平均値 54.77 54.92 55.63 55.03 55.14
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50.00
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46388 46753 47119 47484 47849

当該値 90.36 92.42 91.32 92.49 91.31

平均値 82.89 82.66 82.04 81.9 81.39
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76.00

78.00

80.00

82.00

84.00

86.00
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90.00
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②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【112.01】 【1.08】 【264.97】 【266.61】

【89.80】【60.00】【168.38】【103.24】

【49.59】 【19.44】 【0.68】

別紙①



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

別 紙 ②

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）
決 算
見 込

（ R 3 ） （ R 4 ） （ R 5 ） （ R 6 ） （ R 7 ） （ R 8 ） （ R 9 ） （ R 10 ） （ R 11 ） （ R 12 ）

１． (A) 375,239 372,130 369,500 369,100 366,600 366,300 362,700 359,900 356,600 352,700 350,100 348,500 343,700
(1) 358,039 356,438 353,800 353,400 350,900 350,600 347,000 344,200 340,900 337,000 334,400 332,800 328,000
(2) (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(3) 17,200 15,692 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700
２． 31,844 38,087 33,800 30,600 29,000 27,900 27,400 25,000 23,700 20,800 18,200 16,800 16,600
(1) 1,451 1,224 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

1,451 1,224 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

(2) 30,260 35,363 32,000 28,800 27,200 26,100 25,600 23,200 21,900 19,000 16,400 15,000 14,800
(3) 133 1,500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

(C) 407,083 410,217 403,300 399,700 395,600 394,200 390,100 384,900 380,300 373,500 368,300 365,300 360,300
１． 410,015 416,373 390,050 389,840 386,340 389,230 391,210 388,110 388,890 389,680 390,470 393,560 394,850
(1) 49,487 43,567 45,300 45,300 45,300 45,300 45,300 45,300 45,300 45,300 45,300 45,300 45,300

48,014 41,752 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600
1,473 1,815 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700

(2) 285,448 300,518 266,750 267,140 261,240 260,830 260,310 260,610 259,590 259,280 258,970 258,960 258,150
21,436 18,074 17,700 17,700 17,600 17,400 17,200 17,200 16,900 16,800 16,700 16,500 16,300
23,747 20,314 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300

240,265 262,130 226,750 227,140 221,340 221,130 220,810 221,110 220,390 220,180 219,970 220,160 219,550
(3) 75,080 72,288 78,000 77,400 79,800 83,100 85,600 82,200 84,000 85,100 86,200 89,300 91,400
２． 12,275 10,598 10,200 11,000 11,900 12,700 13,500 14,200 14,900 15,500 16,200 16,800 16,900
(1) 10,625 10,378 10,200 11,000 11,900 12,700 13,500 14,200 14,900 15,500 16,200 16,800 16,900
(2) 1,650 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(D) 422,290 426,971 400,250 400,840 398,240 401,930 404,710 402,310 403,790 405,180 406,670 410,360 411,750
(E) △ 15,207 △ 16,754 3,050 △ 1,140 △ 2,640 △ 7,730 △ 14,610 △ 17,410 △ 23,490 △ 31,680 △ 38,370 △ 45,060 △ 51,450
(F) △ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(H) △ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

△ 15,208 △ 16,754 3,050 △ 1,140 △ 2,640 △ 7,730 △ 14,610 △ 17,410 △ 23,490 △ 31,680 △ 38,370 △ 45,060 △ 51,450
(I) △ 366,927 △ 383,682 △ 380,632 △ 381,772 △ 384,412 △ 392,142 △ 406,752 △ 424,162 △ 447,652 △ 479,332 △ 517,702 △ 562,762 △ 614,212
(J) 540,673 561,807 576,193 580,653 583,313 580,983 569,673 549,163 520,473 484,093 444,423 385,963 344,913

65,356 73,042 65,920 65,853 65,436 65,386 64,786 64,320 63,770 63,120 62,686 62,420 61,620
(K) 114,430 165,431 171,846 174,246 176,646 179,846 185,246 190,446 193,946 194,246 198,046 176,546 176,546

27,300 75,541 53,515 53,515 53,515 53,515 53,515 53,515 53,515 53,515 53,515 30,415 30,415
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65,963 110,028 110,664 110,664 110,664 110,664 110,664 110,664 110,664 110,664 110,664 90,864 90,864
( I )
(A)-(B)

(L)

(M) 375,239 372,130 369,500 369,100 366,600 366,300 362,700 359,900 356,600 352,700 350,100 348,500 343,700

(N)

(O)

(P)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

△ 1.36 △ 1.48 △ 1.61 △ 1.79

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

△ 1.03 △ 1.05 △ 1.07 △ 1.12 △ 1.18 △ 1.26累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） △ 0.98 △ 1.03 △ 1.03

流 動 資 産
う ち 未 収 金

流 動 負 債
う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

支 払 利 息
そ の 他
支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)
特 別 利 益

動 力 費
修 繕 費
材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他
収 入 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他
営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

別 紙 ②－１

（単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） 決 算
決 算
見 込

（ R 3 ） （ R 4 ） （ R 5 ） （ R 6 ） （ R 7 ） （ R 8 ） （ R 9 ） （ R 10 ） （ R 11 ） （ R 12 ）

１． 43,400 98,100 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 78,000 78,000

２．

３．

４． 0 9,318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５．

６．

７．

８．

９． 11,970 17,950 15,400 13,500 11,600 9,700 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800

(A) 55,370 125,368 152,400 150,500 148,600 146,700 144,800 144,800 144,800 144,800 144,800 85,800 85,800

(B)

(C) 55,370 125,368 152,400 150,500 148,600 146,700 144,800 144,800 144,800 144,800 144,800 85,800 85,800

１． 47,200 136,632 152,900 152,900 152,900 152,900 152,900 152,900 152,900 152,900 152,900 86,900 86,900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２． 33,402 35,283 40,600 46,400 48,800 51,200 54,400 59,800 65,000 68,500 68,800 72,600 70,900

３．

４．

５．

(D) 80,602 171,915 193,500 199,300 201,700 204,100 207,300 212,700 217,900 221,400 221,700 159,500 157,800

(E) 25,232 46,547 41,100 48,800 53,100 57,400 62,500 67,900 73,100 76,600 76,900 73,700 72,000

１． 20,855 43,729 41,100 48,800 53,100 57,400 62,500 67,900 73,100 76,600 76,900 73,700 72,000

２． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 4,377 2,818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(F) 25,232 46,547 41,100 48,800 53,100 57,400 62,500 67,900 73,100 76,600 76,900 73,700 72,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(H) 955,439 1,018,255 1,114,656 1,205,256 1,293,456 1,379,256 1,461,856 1,539,056 1,611,056 1,679,556 1,747,756 1,753,156 1,760,256

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）
決 算
見 込

（ R 3 ） （ R 4 ） （ R 5 ） （ R 6 ） （ R 7 ） （ R 8 ） （ R 9 ） （ R 10 ） （ R 11 ） （ R 12 ）

5,015 4,872 4,882 4,882 4,882 4,882 4,882 4,882 4,882 4,882 4,882 4,882 4,882

5,015 4,872 4,882 4,882 4,882 4,882 4,882 4,882 4,882 4,882 4,882 4,882 4,882

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5,015 4,872 4,882 4,882 4,882 4,882 4,882 4,882 4,882 4,882 4,882 4,882 4,882

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他会計長期借入返還金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

工 事 負 担 金

そ の 他

計
(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金


